
物品調達及び役務の提供に係る美郷町公募型指名競争入札実施要綱 

 

令和７年７月３日告示第 108号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、美郷町が発注する物品調達及び役務の提供（建設コンサル

タント業務等を除く業務委託等）を受ける契約（以下「物品及び役務等契約」と

いう。）に係る公募型指名競争入札の実施に関し、美郷町財務規則（平成１６年

１１月１日規則第４２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象案件） 

第２条 公募型指名競争入札の対象案件は、物品及び役務等契約のうち、設計額

が 500 万円以上の入札に付するものとする。ただし、設計額が 500 万円未満の

物品及び役務等契約であっても、町長が特に必要と認める場合にあっては、公募

型指名競争入札を適用することができるものとする。 

２ 次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、指名競争入札によることがで

きるものとする。 

（１） 緊急的に実施する必要があると認められるもの 

（２） 新年度早々に契約を要する案件など、指名競争入札に付する必要がある

と認められるもの 

（３） その他、公募型指名競争入札の方法で行うことが適切でないと認められ

るもの 

 

（入札参加資格要件） 

第３条 前条に掲げる入札に参加する者は、次の各号に掲げる基準を全て満たす

ものでなければならない。 

（１） 美郷町入札参加有資格者名簿に登載されていること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しないこと。 

（３） 本町の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中でないこと。 

（４） 対象案件ごとに定める要件を満たすこと。 

 

（内容の掲示） 

第４条 第２条に掲げる入札を行う場合は、美郷町入札資格審査会（以下「委員

会」という。）の審議を経て、次に掲げる事項を告示するものとする。 

（１） 発注案件名及び履行箇所（物品調達の場合は納入場所） 



（２） 発注概要 

（３） 入札予定時期 

（４） 入札に参加する者に必要な要件 

（５） 入札参加申込手続に関する事項 

（６） 指名通知の時期 

（７） 仕様書、図面及び金額を記載しない内訳書等（以下「設計図書等」とい

う。） 

（８） 設計図書等に対する質問及び回答 

（９） 契約締結時期 

（10） その他必要な事項 

２ 前項の告示は、町ホームページに掲示するものとする。 

 

（入札参加申込等） 

第５条 公募型指名競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加希望者」と

いう。）は、公募型指名競争入札参加申込書（様式第１号。）と入札に参加するた

めの要件を満たしていることを証明するための資料及びその他提出を求められ

た書類（以下「入札参加申込書等」という。）を併せて提出しなければならない。 

２ 前項の入札参加申込書等の提出先は、総務課管財班とし、提出があった際に

は、総務課管財班は速やかに第３条に基づく要件に合致しているか確認するも

のとし、発注担当課が求める要件については、発注担当課が確認するものとする。

この場合において提出書類に不足がある場合には、総務課長は、書類の再提出を

求めるものとする。 

 

（再公募等） 

第６条 町長は、前条に定める入札参加希望者が少数で競争性を確保することが

できないと認められる場合は、当該入札を中止し、再公募するものとする。ただ

し、町長が入札を執行することが適当であると認めた場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、中止した入札について入札参加資格が認められた者が

いるときは、町長は、その者に当該入札を中止する旨の文書又はその他の方法に

より通知しなければならない。この場合において、中止した入札について既に認

められた入札参加資格は、再度公募により入札に付した場合も効力を有するも

のとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、委員会における審議において、他に入札に参加

する者がないと認められるとき等の場合には、再公募は行わないものとする。 

 

（入札参加申込書等の審査） 



第７条 町長は、入札要件及び入札参加申込書等の前条に基づく審査により、物

品調達については物品調達能力、役務の提供については技術的適性が適当と認

められる者を委員会の審議を経て選定するものとする。 

 

（指名通知等） 

第８条 町長は、前条の規定により選定された者に対し、入札執行に必要な事項

を付記し、指名通知するものとする。 

２ 町長は、前条で選定されなかった者に対し、所定の期限内に指名しない理由

を付記し、入札参加資格審査結果通知書（様式第２号）により通知するものとす

る。 

 

（設計図書等の閲覧等） 

第９条 設計図書等は、第４条の規定による告示をした日から閲覧又は配布の方

法により行うものとし、現場説明会は原則として行わないものとする。 

 

（見積内訳明細書の提出） 

第１０条 入札執行者は入札に際し、必要と認める場合は、入札参加者に見積内

訳明細書を提出させることができる。 

 

（異議の申立て） 

第１１条 非指名業者は、第５条第２項に掲げる要件を満たしていないことを理

由とするものは、異議の申立てができないものとする。 

 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めのないものは、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年７月４日から施行する。 


